
滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事業推進協議会

目的

　(1)共同で運用する情報システム等の整備及び運営に関すること。

　(2)前号に係る調査研究及び企画立案並びに具体化に向けた調整に関すること。

　(3)電算システムに関する備品等の共同調達に関すること。

　(4)その他協議会の目的を達成するために必要な事項。

　自治体クラウドによる行政情報システムの共同化を推進し、各町の行政サービスの一層の向上と効率的な行財
政運営に寄与するため、滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事業推進協議会（以下「協議会」とい
う。）を設置し、次に掲げる目的の達成を目指すこととする。


